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社会体育施設の使用制限について

国、県及び市の新型コロナウイルスの感染者の状況を考慮し、施設の人数制限を見直し

ます。施設使用にあたり感染予防対策を徹底し、引き続き感染予防対策にご理解とご協力

をお願いします。

記

１ 使用人数の制限期間 令和 5年 2月 1日 から 当面の間

２ 各施設の入場上限人数

※市民体育館 2階固定席（1,082 席）又はつがる克雪ドーム固定席（341 席）を使用する際

は、1席の間隔を空けて使用してください。

※体育施設館内での飲食は、水分補給の目的を除き、基本的に禁止とします。やむを得ず、

食事をする際は黙食とし、会話をするときはマスクを着用してください。

№ 施設名 使用上限人数

① つがる克雪ドーム

周囲の人と十分な距離（2ｍ以上）を確保して

ください

ただし、1 施設に 1 度に集まる人数は 5,000

人以下としてください。

② 市民体育館

③ 漆川体育館

④ 勤労者総合スポーツ施設

⑤ 弓道場

⑥ 市浦 B&G 海洋センター(体育館)

⑦ 金木 B&G 海洋センター

⑧ 市営球場

⑨ 市営庭球場

⑩ 北斗グラウンド

⑪ 金木運動公園

⑫ 金木相撲場

⑬ 嘉瀬スキー場

⑭ 山村広場

⑮ 市浦 B&G 海洋センター（艇庫）


